
 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
一
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二

十
八
日
付
け
で
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
七
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

に
か
ほ
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 
に
か
ほ
市
ど
ぶ
ろ
く
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

に
か
ほ
市
の
全
域 

四 

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特
定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
七
（
七
〇
八
）
） 

   



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
二
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年

六
月
二
十
八
日
付
け
で
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
七
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

山
形
県
最
上
郡
大
蔵
村 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 
心
の
ふ
る
さ
と 

お
お
く
ら
観
光
・
交
流
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

山
形
県
最
上
郡
大
蔵
村
の
全
域 

四 

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

地
域
限
定
旅
行
業
に
お
け
る
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
の
要
件
緩
和
事
業
（

一
二
二
六
） 

  



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
三
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二

十
八
日
付
け
で
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
七
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

長
岡
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 
長
岡
市
ど
ぶ
ろ
く
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

長
岡
市
の
全
域 

四 

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特
定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
七
（
七
○
八
）
） 

   



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
四
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二

十
八
日
付
け
で
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
七
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

新
潟
県
岩
船
郡
関
川
村 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 
関
川
村
ど
ぶ
ろ
く
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

新
潟
県
岩
船
郡
関
川
村
の
全
域 

四 

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特
定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
七
（
七
○
八
）
） 

   



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
五
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二

十
八
日
付
け
で
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
七
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

岐
阜
県
加
茂
郡
七
宗
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 
ひ
ち
そ
う 

よ
ち
よ
ち 

パ
ク
パ
ク
食
育
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

岐
阜
県
加
茂
郡
七
宗
町
の
全
域 

四 

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

公
立
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
九
二
〇
） 

   



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
六
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年

六
月
二
十
八
日
付
け
で
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
七
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

三
重
県
及
び
四
日
市
市
並
び
に
四
日
市
港
管
理
組
合 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 
み
え
グ
リ
ー
ン
物
流
産
業
振
興
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

三
重
県
の
全
域 

四 

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

四
十
五
フ
ィ
ー
ト
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
円
滑
化
事
業
（
一
二
二
四
） 

   



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
七
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二

十
八
日
付
け
で
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
七
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

朝
来
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 
朝
来
市
ど
ぶ
ろ
く
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

朝
来
市
の
全
域 

四 

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特
定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
七
（
七
○
八
）
） 

   



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
八
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二

十
八
日
付
け
で
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
七
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

島
根
県
邑
智
郡
邑
南
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 
邑
南
町
ど
ぶ
ろ
く
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

島
根
県
邑
智
郡
邑
南
町
の
全
域 

四 

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特
定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
七
（
七
○
八
）
） 

   



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
百
五
十
九
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年

六
月
二
十
八
日
付
け
で
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
七
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

島
根
県
邑
智
郡
邑
南
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 
「
Ａ
級
グ
ル
メ
の
ま
ち
」
ツ
ー
リ
ズ
ム
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

島
根
県
邑
智
郡
邑
南
町
の
全
域 

四 

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

地
域
限
定
旅
行
業
に
お
け
る
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
の
要
件
緩
和
事
業
（

一
二
二
六
） 


